
船舶事故等調査報告書 

平成２７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第２１８号 

事故等種類 かき養殖施設損傷 

発生日時 平成２６年１２月２４日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 広島県早瀬瀬戸 

大柿港引島防波堤北灯台から真方位１６０°１,７５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０９.７２′ 東経１３２°２９.２９′） 

事故等調査の経過  平成２６年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 光星
こうせい

丸、４２４トン 

 １３４６３３、林海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

かき養殖施設 かき筏
いかだ

３台が破損 

 事故等の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、船長が単独の船橋当直につき、

約１０ノットの速力で手動操舵により早瀬瀬戸を北北西進した。 

船長は、江田島市能美島とその東方の広島県呉市倉橋島との間に架

かる早瀬大橋を通過し、船首方に‘江田島市引島の南南東方沖に設置

されたかき養殖施設’（以下「本件養殖施設」という。）の標識灯を認

め、標識灯の西側が安全に航行できる海域と思い、左転して航行を続

けた。 

船長は、本件養殖施設の標識灯を右方に見て航行中、本件養殖施設

を認め、急いで左舵を取り、機関を後進にかけたが、本船は、本件養

殖施設に乗り入れた。 

船長は、海上保安庁に事故の通報を行い、本船は、自力で本件養殖

施設から離れた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約１.５ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

船長は、０.２５海里レンジとしてレーダーを作動させていたが、

感度調整を行っていなかったので、レーダー画面の映りが悪かった。 

本件養殖施設の北東端及び南東端には、それぞれ以下の諸元の標識

灯が設置されていた。 

 灯  質 毎４秒又は毎３秒に１閃光 

灯  色 黄色 



 光達距離 ２km以上 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、早瀬瀬戸を北北西進中、船長が、船首方に本件養殖施設を

示す標識灯を認めた際、本件養殖施設の敷設状態を知らなかったこと

から、標識灯の西側が安全に航行できる海域と思い、標識灯の西側に

向けて航行し、本件養殖施設に乗り入れ、本件養殖施設を損傷したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、早瀬瀬戸を北北西進中、船長が、船首方

に本件養殖施設を示す標識灯を認めた際、本件養殖施設の敷設状態を

知らなかったため、標識灯の西側が安全に航行できる海域と思い、標

識灯の西側に向けて航行し、本件養殖施設に乗り入れたことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・予定航行海域の水路情報を事前に入手しておくこと。 

 


